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１  

 

子 ど も 会 安 全 共 済 会 に つ い て  

 

 （１）安全教育の必要性  

    子ども会活動を運営していく上で問題になるのが、活動中に起きる事故

です。事故は、起きないにこしたことはありませんが、子ども会活動は、

安全の限界や危険を見分ける能力の未熟な子どもたちの集団行動で成り立

っているため、事故の発生する確率も高くなります。  

    だからと言って、事故を恐れるあまり活動が萎縮してしまっては、子ど

も会活動の本旨が失われてしまいます。子ども会活動では、伸び伸びとし

た活動を通じて子どもたちに危険を予知し、克服する能力を身に付けさせ

ることも重要な課題の一つになります。  

    「手を出すな、目を離すな」という指導者・育成者の立ち居地が、子ど

もとの大切な付き合い方となります。私たち（世話人）は、子どもたちが

思う存分活発な活動ができるような環境の整備を配慮する一方で、安全教

育の正しい認識と適切な指導を心掛けなくてはなりません。  

 

 （２）子ども会安全共済会の組織と事業  

    全国子ども会連絡協議会が行っている子ども会安全共済会事業は、子ど

も会の会員や指導者、育成者が相互扶助の精神にもとづいて出資し合い、

活動中の万一の事故に対して、見舞金を支給すると共に、事故を未然に防

止するための安全思想の普及や安全教育の推進に努め、子ども会活動の発

展を支えています。保険ではなく「見舞金制度で共済」です。  

    蒲郡市子ども会連絡協議会では、この事業に参加しています。手続きと

しては、各単位子ども会は市子ども会連絡協議会へ加入申し込み・会費納

入をします。市子ども会連絡協議会からは県子ども会連絡協議会へ申込・

会費を納入し、県子ども会連絡協議会から全国子ども会安全共済会へ会費

の納入及び加入申し込みをすることになっています。  

   

 

  

安全会共済会と同様に、団体活動中の事故に対して見舞金を支給する制

度として、市民体育センタ－に窓口のある蒲郡市青少年団体等互助会があ

ります。  

こちらの事業は、市内の各種団体が加入し、相互に助け合う制度です。

市子連は協賛事業となっており、任意加入ですが、ぜひ加入されることを

お勧めします。  

詳細は別紙、『青少年団体等互助会手続きの手引き』をご覧ください。  



２ 

子ども会安全共済会の申込方法 
 

 

 

１ 提出書類                                   

 ⑴ 共済加入者登録フォーム（CSV） 

   →全国子ども会連合会 HP へアップロードしてください。 

 ⑵ 共済様式 06 ※押印不要 

   →メールで蒲郡市子ども会連絡協議会事務局（生涯学習課内）へ提出してください。 

２ 申込方法                                   

  ネット加入 ※マニュアル参照 

３ 注意事項                                   

 ・ 令和６年度の加入手続きは３月１６日（土）からとなります。 

 ・ 子ども（小学生）、大人（世話人）全員が加入してください。 

 ・ 被共済者が３歳以下の場合、必ず同伴保護者名も入力してください。 

 ・ 途中加入も随時受け付けます。 

   なお、該当年度の加入受付は毎年３月初旬頃までです。 

 ・ 年間行事名が登録されていませんと補償の対象外になりますので、登録漏れが無いよ

うご注意ください。 

 ・ 年会費は令和４年度より各単子での集金及び事務局への提出は不要となりました。 

   【年会費】１人 120 円（通年） 

    (内訳) 全国子ども会安全共済掛金･･･５０円 

        全国子ども会連合会運営費･･･２０円*1 

        愛知県子ども会連絡協議会運営費･･･５０円*2 

           *1 賠償責任保険料を含む 

           *2 安全教育、共済金請求書作成、事前審査、名簿管理等の費用 

 

 

子ども会名 

                                         

ログイン ID 

                                         

パスワード 

                                         

ネット加入申込 ログイン情報メモ欄 

市子連 HP 全子連 HP 
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アップロードフォームのダウンロード

新規登録 → 単位子ども会情報登録 → ログイン をすると次の画面が表示
されます。

アップロードするために「こちら」をクリックしてフォームをダウンロードします。

ダウンロードすると次のと
おりダウンロードの表示が
されます。

ダウンロードの表示がされない場合は
全体画面の右上部に表示される
ここを クリックします。

クリックすると左記表
示が出て画面をクリッ
クします。

ダウンロードの画面をクリックすると次の「共済加入者登録フォーム」が表示さ
れます。
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１． 表示されたフォームにネット加入データを個々に入力する。

加入者データの入力

２． 別途保存(作成)した
加入データを表示
されたフォームに
貼り付ける。

【別途保存されたデータ】

別途作成されたデータと別
途保存されたデータのセル
が一致していることを確認
してください。
(セルが結合されていないか
確認してください。)

①

② データをコピーして貼り付
けます。

コピー①②③ → 貼付け①②③

③ 学年データは年齢に変更し
てコピーするデータ欄を整
理してください。
その上でデータコピーと貼
付けをしてください。

① 「氏名」「性別」「年齢」を入力してください。
② 種別欄は入力不要
③ 保護者欄は被共済者が3歳以下の場合保護者氏名を入力してください。
④ 保護者が2名の場合は「保護者１」「保護者２」にそれぞれ入力して

ください。
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入力された加入者データの保存

名前をつけて保存します。

画面左上部の
「ファイル」を
クリックします。

表示された画面から
「名前を付けて保存」
を選択します。

表示された画面からデータの保存をします。

保存する場所を設定

保存する名称を設定

このまま変更しない(csvで保存)

ファイル名称の後ろが「.csｖ」
となっていることを確認して
「保存します。
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加入者データのアップロード

「csvアップロード」をクリックします。

右記画面が表示されますので「参照」をクリッ
クして登録された加入者データを選択して開き
ます。

登録された加入者データを開くと上記画面が表示がされ、「アップロード」を選択す
ると、ネットの加入者情報にデータがアップロードされます。
（登録後の画面は次ページをご参照ください。）
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加入者データのアップロード

加入者データのアップロード結果が下記のとおり表示されます。

19



年 月 日

円

㊟　安全共済会掛金等と都道府県・指定都市子連会費等の合計額になります。

【累計加入状況】

名 名 名 名 名 名

名 名 名

<共済様式>06

本様式および共済掛金等は所属の市区町村等子連へ提出・送金願います。

市区町村等子連
受付日

共済掛金等報告書(ネット加入用)

令和5年1月改訂

単 位 子 ど も 会

該当に「〇」表示を記入願います。

〇

春日子ども会

単位子ども会番号 000-001-002

追加

新規

種　　別

4月15日4月5日 ～

3.共済掛金等(今回加入者分)

〇（提出日） 4 20令和

小学生 中学生 高校生等

加入者情報・年間行事計画・定例活動はネット加入登録のとおりです。

担 当 者 春日　二郎

連絡先電話番号

4月20日4,500

名
30

0XX1-23-2345

共済掛金等を下記のとおり報告いたします。

送金額（㊟）

30

(うちジュニアリーダー数)

2 1 3
高校生等→高校生・高校年齢相当　　　　育成者等　→　育成者・指導者・事務局職員

＜個人情報の取り扱いについて＞
本共済契約に関する個人情報は、公益社団法人全国子ども会連合会が共済引受の審査、本共済契約の履行のために利用いたします。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。

1.今回加入者数

2.今回加入者の登録日

市 区 町 村 等 子 連 文京市子ども会育成連絡協議会

幼児

送金(納金)日

大人 合計

人　　数
5 15 3 2 5

新規加入の場合

追加加入の場合の記

入例は次頁を確認く

ださい。

種別の累計加入人数はログイン後の加入者情報の加入者登録リストの上段に記載されています。

新規のは場合は、今回加入者数と合計人数が一致します。

20



年 月 日

円

㊟　安全共済会掛金等と都道府県・指定都市子連会費等の合計額になります。

【累計加入状況】

名 名 名 名 名 名

名 名 名

新規
単位子ども会番号 000-001-002

<共済様式>06

本様式および共済掛金等は所属の市区町村等子連へ提出・送金願います。

市区町村等子連
受付日

共済掛金等報告書(ネット加入用)

（提出日） 令和 〇 4 20

市 区 町 村 等 子 連 文京市子ども会育成連絡協議会

単 位 子 ど も 会 春日子ども会

2.今回加入者の登録日

追加 〇
担 当 者 春日　二郎

該当に「〇」表示を記入願います。

連絡先電話番号 0XX1-23-2345

共済掛金等を下記のとおり報告いたします。

加入者情報・年間行事計画・定例活動はネット加入登録のとおりです。

1.今回加入者数

15
名

6月10日 ～ 6月10日

3.共済掛金等(今回加入者分)

送金額（㊟） 4,500 送金(納金)日 6月12日

種　　別 幼児 小学生 中学生 高校生等 大人 合計

高校生等→高校生・高校年齢相当　　　　育成者等　→　育成者・指導者・事務局職員

＜個人情報の取り扱いについて＞
本共済契約に関する個人情報は、公益社団法人全国子ども会連合会が共済引受の審査、本共済契約の履行のために利用いたします。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。

令和5年1月改訂

45

(うちジュニアリーダー数)

2 1 3

人　　数
8 27 3 2 5

追加加入の場合

種別の累計加入人数はログイン後の加入者情報の加入者登録リストの上段に記載されていますのでそ

の人数を記入ください。。
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請求権発生後、下記表の必要書類を整備

し、単位子ども会代表者に提出。 

記載内容を確認。 

市区町村等子連に提出。 

記載内容・必要書類の有無を確認。 

市区町村等子連名・市区町村等子連使用欄

を記入。 

都道府県・指定都市子連に提出。 

記載内容・必要書類の有無を確認。 

都道府県・指定都市子連使用欄を記入。 

都道府県・指定都市子連名・代表者名を記入・捺

印し、全国子ども会連合会に一件書類を提出。 

請求書類に基づき審査を行い、請求完了日から

60 日以内に共済金を支払います。 

請求者と市区町村等子連に、支払通知を送付し

ます。 

（特別な照会又は調査が不可欠の場合は、支払いまで 60 日

以上の日数を要することがあります。） 

事故が起こったら ～事故第一報から共済金請求の流れ～ 

 

記載内容を確認。 

 

 

共済金請求の必要書類 様式番号 医療共済金 
後遺障害 

共済金 

死亡 

共済金 

事故第一報報告書 20 ◯ ◯ ◯ 

医療共済金請求書兼事故証明書 21 ◯   

個人情報の取扱いに関する同意書 22 ◯ ◯ ◯ 

医療費の領収書（写）又は診療明細書 - ◯   

死亡・後遺障害共済金請求書兼事故証明書  25  ◯ ◯ 

後遺障害診断書 26  ◯  

死亡診断書又は死体検案書 -   ◯ 

被共済者の戸籍謄本 -   ◯ 

※必要に応じて他の書類の提出をお願いすることがあります。                                                    

  

事故第一報報告書＜共済様式＞20

に必要事項を記入し、単位子ども

会代表者に速やかに提出。 

記載内容を確認。 

市区町村等子連に提出。 

記載内容を確認。 

都道府県・指定都市子連に提出。 

記載内容を確認。 

死亡・後遺障害等の場合は 

全国子ども会連合会に提出。 

最初に事故の報告を 

事故第一報の手続き 

Step１ 

全国子ども会連合会 

 

 

 

 

 

請求できるようになったら 

共済金請求の手続き 

Step２ 

 

様式については各県市

子連へお尋ねくださ

い。また全国子ども会

連合会ホームページに

もご用意しています。 

請求をする人 
・被共済者 

・共済金を受け取る人 

 

単位子ども会 

代表者 

市区町村等子連 

都道府県 

政令指定都市子連 

30



３１  

 

事故があった場合の報告・見舞金請求手続きについて 

Ⅰ  見舞金の請求手続き  

★  事故が発生した場合は次のとおり報告をお願いします。  

１  市子連事務局（生涯学習課）に事故概要報告、申請書類を受け取る。  

※  事故の大小にかかわらず、事故発生後２～３日中にお願いします。  

 ※  書類は愛知県子ども会連絡協議会および蒲郡市子ども会連絡協議会の  

ホームページからダウンロードできます。  

２  事故発生から 30 日以内（厳守）に事故第一報報告書（共済様式 20）を提出  

３  最終診療日から 60 日以内（厳守）に次の給付申請書類を提出。  

    ＜提出書類＞  

   ・医療共済金請求書兼事故証明書（共済様式 21）  

    ・医療費の領収書（写）  

   ・個人情報の取扱いに関する同意書（共済様式 22）  

   ・加入者名簿のコピー  ※転入者は所属変更届けのコピー。  

     ・年間行事計画書のコピー  

       ※年間事業計画に変更がある場合は当日の事業計画書。  

 ○  提出書類の注意点  

   ・  大きな事故 (会員の死亡・後遺障害の恐れのある場合 )は専用の様式が  

必要です。症状が確定したら上記の書類に加えて後遺障害に対しては後  

遺障害用診断書、死亡に対しては死亡診断書を添えて申請をしてくださ

い。  

・  見舞金は保険適用医療機関での保険治療に限ります。領収書は保険点

数や調剤点数の明記してあるものをご用意ください。  

 

※  平成 18 年 4 月より医療機関は医療費内容の分かる領収書（診療報酬  

点数表の書く部単位で金額の内訳の分かるもの）を無償で交付しなけ

ればならなくなりましたので、レシートなどしかもらえない場合は医

療機関の窓口で請求してください。  

・  平成 25 年度より文書料の支給がなくなりました。  

 

★見舞金の支払い  

 保険請求後、全国子ども会連合会にて保険適応か審査が行われます。請求書をご

提出いただいても、保険が適用されない場合がございます。  

 審査が通った共済金は、請求手続きが完了してから６０日以内に全国子ども会連

合会から直接請求者へ振り込まれます。  

（審査には時間がかかる場合がございます。）  

 



３２  

 

Ⅱ  安全共済会で見舞金が支給できる事故  

１  あらかじめ定められた事業計画に基づき秩序ある活動が進められ、 1 人以上の

指導者（２０歳以上）又は育成者の管理下にある活動。  

 ２  子ども会の活動計画を実施するために必要な調査及び準備のための活動。  

 ３  事業計画において計画されている子ども会活動の一環として参加する各種研

修会、研究会及び会議に参加して行う活動  

 ※  上記１～３の活動には、子ども会が指定する集合場所又は解散場所と被共済  

  者の住居との通常の経路の往復中を含みます。  

 

Ⅲ  安全会で見舞金の支給できない事故等の例  

 １  子ども会行事でない事故。  

 ２  年間事業計画に記載されていない行事。  

 ３  指導者・育成者がいない子ども会行事。  

 ４  会員自身に故意又は重大な過失があった場合。  

 ５  その他  

  ⑴  当日の練習計画に無理があるもの（時間・場所・休憩時間）  

  ⑵  行事内の休憩時間で、指導者又は育成者の指示した場所以外での事故  

  ⑶  子ども会活動と関係のない傷害または疾病  

 ※その他「安全共済会のご案内」 5.共済金を支払わない場合を参照ください。  

 

Ⅳ．見舞金について   ★万一の事故の際の見舞金の支払い額は以下のとおりです。  

負傷・  

疾病見舞金  

保険医療総額の３０％  

ただし、日数制限と見舞金支給限度額を設ける。  

１．日数制限：平常の生活ができる程度に治った時または事故の発  

生の日からその日を含め 180 日を経過したときのいずれか早い方         

２．見舞金支給限度額  

 １）下限制限： 1,000 円以下（総医療点数 333 点以下）の場合は支  

給しない。  

 ２）上限制限： 500,000 円を越える場合は、 500,000 円を限度とし  

   て支給する。  

死亡見舞金  6,000,000 円  

後遺障害  70,000 円～ 6,000,000 円  

 

 



年 月 日

年 月 日 ( )

歳 学年

<共済様式>20

市 区 町 村 等 子 連 〇〇市子ども会育成連絡協議会

代 表 者 愛知　共子

全国子ども会安全共済会事故第一報報告書
（死亡･後遺障害・医療）

公益社団法人　全国子ども会連合会　御中

(提出日) 令和 5 8 9

都道府県・指定都市
子連受付日

担 当 者 共済　花子

事　故　内　容

報 告 者 音羽　達也
被共済者
との関係 親権者

連絡先
電話番号 0XX1-23-1313

連 絡 先 電 話 番 号 0XX1-23-4560

時刻 10:30 天候 晴れ

学 区 ・ 地 区 〇〇地区

事 故 日 令和 5 8 7 日

行 事 名 ソフトボール練習

発 生 場 所 〇〇〇小学校　グラウンド

事故の状況（原因・処置・経過・傷害・疾病の状況）

単位子ども会番号 〇〇〇

被 共 済 者 音羽　翔太 男・女 10 小学4

＜個人情報の取り扱いについて＞
本共済契約に関する個人情報は、公益社団法人全国子ども会連合会が共済引受の審査、本共済契約の履行のために利用いたします。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。

令和5年1月改訂

市区町村等子連
受付日

KYTの実施状況 毎年4月に安全啓発講習会を実施している。当日も事前に「KTY」を実施した。

都道府県・指定都市
子連確認欄

加入者
名簿確認

共済掛金
入金確認

行事確認
請求書

受付確認

ソフトボールの試合形式の練習中、ヒットを打ってファーストベースからセカンドベースに滑り込ん
だ。その際に、右足がセカンドベースにあたり、グキっと音がして捻ってしまった。
アイシングをして様子を見たが、なかなか痛みが引かないので翌日病院に行った。レントゲン検査の
結果、右足首の骨折と診断された。ギプスで患部を固定し、経過観察で現在入院中。

単 位 子 ど も 会 〇〇子ども会

お住いの市町村子連にご提出ください。

提出日現在の内容をご記入ください。

できるだけ詳細をご記入ください。
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公益社団法人　全国子ども会連合会　御中

㊞

〒 ー

〒 ー

ー ー 男

) 年 5 月 15 日 10 歳
小
４

学
年

枚 3 医療報告書（「１」の書類がない場合。費用は自己負担）

枚

2

支店

＜災害状況報告書兼事故証明書欄＞

歳

5 年 8 月 7 日 ( 日 )
 その他

名

8 月 8 日 ～ 8 月 31 日

月 日 ～ 月 日

（事故状況）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜個人情報の取り扱いについて＞
本共済契約に関する個人情報は、公益社団法人全国子ども会連合会が共済引受の審査、本共済契約の履行のために利用いたします。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。

市区町村等
子連

使用欄

受付日 担当者
都道府県

指定都市子連
使用欄

受付日 請求完了日 担当者
令和5年1月

改訂

都道府県・指定都市子連
確認欄（確認済は○）

行事計画書 往復の経路図（事故発生場所が往復途中の場合）

名簿 掛金入金確認

傷 害 部 位 全身・頭部・顔部・頚部・肩部・上腕・前腕・手部・胸部・腹部・背部・腰部・大腿・下腿・足部

症 状 分 類 打撲・骨折・捻挫・切り傷・突き指・脱臼・擦過傷・歯損・関節炎・火傷・視力・その他(　        )

活 動 分 類

スポーツ【ドッジボール・ソフトボール・野球・バレーボール・ソフトバレーボール・水泳・サッカー

フットベースボール・キックベースボール・バスケットボール・ポートボール・マラソン・相撲

アスレチック・サイクリング・スキー・スケート・その他のスポーツ(　　　　　　　　　　　　　　  )】

運動会・キャンプ・ハイキング・野外炊飯・花火大会・祭り・その他レクリエーション(　     　　　　　)

社会奉仕活動・集団活動・研修会・往復途中

レントゲン検査の結果、右足首の骨折と診断された。ギプスで患部を固定し、経過観
察で５回通院し8月31日に完治した。

診療機関名2 診療期間

治療の経過
と状況

事
故
の
原
因
と
経
過

事故
発生
の

状況

ソフトボールの試合形式の練習中、ヒットを打ってファーストベースからセカンドベースに滑り込んだ。
その際に、右足がセカンドベースにあたり、グキっと音がして捻ってしまった。
アイシングをして様子を見たが、なかなか痛みが引かないので翌日病院に行った。レントゲン検査の結
果、右足首の骨折と診断された。ギプスで患部を固定し、経過観察で現在入院中。

治療
の

経過
及び
状況

（傷病部位）傷病名 右足首骨折

診療機関名１ 〇〇整形外科 診療期間

治療の経過
と状況

※３ヶ所以上の診療機関へかかった場合、３ヶ所目以降は別紙にて上記項目と同内容を記載の上提出してください。

行 事 名 ソフトボール練習 就学前３年以下の
被共済者の場合

安全共済会加入
の保護者の同伴 有　無

天 候 晴れ 参加者数 25

子 ど も 会 の 役 職

4 その他
個人情報の取扱いについての同意書

会長（ソフトボール監督等も可）

事 故 日 令和 時刻 10:30
事故日が土日祝・春夏冬休み以外
の日で、休日となった理由

学校行事の代休、開校記念日

発 生 場 所 〇〇小学校　グラウンド

管 理 者 氏 名 神田　隆 年齢 55

お振込先
金融機関

〇〇 銀行・信金・信組・農協・漁協・労金・（　　　） ゆうちょ銀行 （数字３桁）店

添付
書類

1
医療費領収書(写) 5

診療明細書

口座名義(カタカナ) オトワ　タツヤ 口座名義(カタカナ)

口座番号〇〇 普通預金以外
の場合(　　) 口座番号 1234567

月 15

音羽　翔太 性別

被共済者
との続柄

本人・親権者・その他( 生 年 月 日 平成２５

氏　　　名 音羽　達也 ㊞

連　絡　先 0XX1 23 1313

代表者 市 区 町 村 等 子 連 〇〇〇市子ども会連絡協議会

全国子ども会安全共済会 共済約款に基づき、関係書類を添えて共済金を請求します。

ご
請
求
者

住　　　所

000 1111
ご請求日 日

愛知県○○市○○町〇〇-〇

被
共
済
者

住　　　所

請求者住所に同じ

氏　　　名

令和 5 年 9

<共済様式>21

全国子ども会安全共済会　＜医療共済金＞　請求書兼事故証明書

単 位 子 ど も 会 〇〇〇子ども会

都道府県

事故
証明印

単 位 子 ど も 会 番 号 〇〇〇

指定都市子連

自署の場合は押印不要

・お住いの市町村子連にご提出ください。

・被共済者が未成年（18歳未満）の場合は親権

者が請求者になります。

・成人の場合は請求者本人が記入し、被共済者

欄には生年月日・年齢・性別を記入してください。

・共済金の請求及び受領に関する権限の委任が

必要な場合は〈共済様式〉28の委任状を提出し

てください。

請求者以外の口座でも問題ありません。

（例：親、祖父母、兄弟等）

診療最終日から60日以内に

請求をしてください。

※60日を過ぎる場合は遅延

理由書を作成してください。

市町村子連は該当の書類を添付して

県子連に提出してください。

※○は県子連で記入するので空欄で

提出してください。

往復途中の事故の場合、経路が分かるよ

うに記された地図に事故現場に印をつけた

ものを作成し、提出してください。

※請求者が作成してください。
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私は、令和　 年 月 日発生の事故における被共済者の傷病について、公益社団法人

全国子ども会連合会「全国子ども会安全共済会」またはその委託を受けた者が、下記の行為を行なう　　　

ことに同意します。

記

１. 被共済者の傷病の原因・症状・診断内容・治療内容・検査結果・既往症等について説明を受けること。

２. 以下の資料の交付・貸し出し（複写による提供を含む）を受けること、また資料の複写やデジタル

カメラによる撮影を行なうこと。

(1) 診断書・診療報酬明細書・施術証明書・その他診療情報資料

(2) レントゲンフィルムなどの検査資料

・ 年 月 日

・

・ ㊞

（注）同意された方が患者（被共済者）様ご本人の場合は、以下の記入は不要です。

年 月 日 生

御中

個人情報の取扱いについての同意書

〇〇整形外科 御中

御中

愛知県○○市○○町〇〇-〇

氏　名

患者（被共済者）様との関係　[本人・配偶者・親権者・法定相続人・その他（　　　　　）]

5 8 7

同意日 令和 5 9

＜個人情報の取り扱いについて＞
本共済契約に関する個人情報は、公益社団法人全国子ども会連合会が共済引受の審査、本共済契約の履行のために利用いたします。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲
に限定します。

<共済様式>22

音羽　達也

音羽　翔太

令和5年1月改訂

患者（被共済者）様の

住　所 愛知県○○市○○町〇〇-〇

氏　名

生年月日 (昭和・平成・令和) 25 5 15

15

住　所

この様式は請求の必須書類です。

医療機関（医師）ではなくご請求者様が

作成してください。

・同意日は請求日と同じ日を記

入してください。

・被共済者が未成年の場合は親

権者の名前をご記入ください。

・自署の場合でも必ず押印願い

ます。
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３６  

子ども会賠償責任保険について 

 

１  子ども会賠償責任保険とは  

子ども会賠償責任保険とは、子ども会活動中の事故により、会員や会員以外

の第三者が死傷したり、財物に損害を与えたことにより、子ども会の指導者・

世話人等の主催者側が、法律上の損害賠償責任を負担することによってこうむ

る損害を保険金として支払う制度です。  

ただし、この保険は、安全共済会の見舞金と違い往復途中については、対象

となりません。  

   

２  保険契約と保険料  

この保険の契約は、公益財団法人全国子ども会連合会が保険料を負担し契約

をしているものです。保険料は、全国子ども会安全共済会年会費に含まれてい

ます。ですから、各単位子ども会は、子ども会安全共済会加入と共にこの保険

にも加入することになります。  

 

３  保険申請の手続き  

賠償責任を負うおそれのある事故が発生した場合は、ただちに電話等で蒲郡  

市子ども会連絡協議会事務局へご連絡ください。  

「子ども会賠償責任保険事故報告 (第一報 )」を記入し、市子連へ持参または FAX 

してください。その後、市子連から県子連へ FAX します。  

保険会社の審査による裁定で有責・無責が決定されます。  

有責と決定された場合は保険料の申請書類が送られてきますので、書類に従  

って保険料の申請手続きを行ってください。  

※  申請書類には現場の写真、破損物品修理の領収書が必要となります。  

 

４  お支払い限度額  

身体賠償  
１名につき  １億円  

免責金額なし  １事故につき  ５億円  

財物賠償  １事故につき  ２００万円  

 ※過失割合に応じ保険金をお支払いします。また、引受保険会社は直接被害者

の方と示談交渉はいたしません。  

※免責金額とは、お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く

額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。  

※詳細は全国子ども会連合会ホームページにてご確認ください。  



memo  



 


